
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像信号が順次供給される複数のデータ線と、前記データ線と交差す
る複数の走査線と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線の交点に対応してマトリクス
状に配置される画素とを有する電気光学装置の駆動回路であって、下記の要素を備えるこ
とを特徴とする電気光学装置の駆動回路。
（ａ）走査クロックに基づいて走査開始信号をシフトして、走査信号として出力するシフ
トレジスタを備え、前記走査信号と、前記画像信号を前記データ線に供給するタイミング
を規定するイネーブル信号とに基づいてデータ線駆動信号を出力するデータ線駆動手段と
、
（ｂ）前記データ線駆動信号に応じて前記画像信号を前記データ線に順次出力するサンプ
リング手段と、
（ｃ）前記走査クロックと、前記走査開始信号と、前記イネーブル信号とを出力するタイ
ミング信号出力手段と、
（ｄ）前記タイミング信号出力手段から出力された前記走査クロックと前記イネーブル信
号の位相を相互に調整可能な第１の調整手段と、前記第１の調整手段から出力される前記
走査クロックと前記イネーブル信号の位相関係を維持したまま、同一の調整信号に基づい
て前記走査クロックの位相及び前記イネーブル信号の位相を前記画像信号の位相に対して
調整可能な第２の調整手段とを有する位相調整手段。
【請求項２】
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　前記位相調整手段の第１の調整手段は、前記走査クロック又は前記イネーブル信号がそ
れぞれ入力され前記画素の１単位を駆動するドットクロック単位でシフトされる前記各入
力信号毎に設けられたシフトレジスタと、当該各シフトレジスタの出力段をそれぞれ別個
に選択可能な第１の選択手段とを有し、前記走査クロックと前記イネーブル信号のタイミ
ングをドットクロック単位で調整可能な調整手段であり、
　前記第２の調整手段は、前記走査クロック又は前記イネーブル信号がそれぞれ入力され
前記画素の１単位を駆動するドットクロック単位でシフトされる前記各入力信号毎に設け
られたシフトレジスタと、当該各シフトレジスタの共通の出力段を同時に選択可能な第２
の選択手段とを有し、前記走査クロックと前記イネーブル信号のタイミングを維持したま
まドットクロック単位で調整可能な調整手段であることを特徴とする請求項１に記載の電
気光学装置の駆動回路。
【請求項３】
　前記第１及び第２の調整手段の前記シフトレジスタは、入力端子に前記走査信号又は前
記イネーブル信号が接続され、その正出力端子が次段の入力端子に接続された複数段のフ
リップフロップで構成されており、前記ドットクロックにより動作するシフトレジスタで
あることを特徴とする請求項２に記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項４】
　前記第１の調整手段は、前記走査クロック及び前記イネーブル信号に加えて、前記走査
開始信号との相互のタイミングを調整することが可能な調整手段であり、
　前記第２の調整手段は、前記第１の調整手段から出力される前記走査クロック、前記イ
ネーブル信号及び前記走査開始信号のそれぞれの位相関係を維持したまま、前記イネーブ
ル信号と前記画像信号の出力タイミングを調整可能な調整手段であることを特徴とする請
求項１、２又は３記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項５】
　請求項１、２、３又は４のいずれかの項に記載の電気光学装置の駆動回路を備えること
を特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１、２、３又は４のいずれかの項に記載の電気光学装置の駆動回路を備えること
を特徴とする電子機器。
【請求項７】
　画像信号が順次供給される複数のデータ線と、前記データ線と交差する複数の走査線と
、前記複数のデータ線と前記複数の走査線の交点に対応して配置されるマトリクス状の画
素と、
　走査クロックに基づいて走査開始信号をシフトして、走査信号として出力するシフトレ
ジスタを備え、前記走査信号と、前記画像信号を前記データ線に供給するタイミングを規
定するイネーブル信号とに基づいてデータ線駆動信号を出力するデータ線駆動手段と、前
記データ線駆動信号に応じて前記画像信号を前記データ線に順次出力するサンプリング手
段と、
　を有する電気光学装置の駆動装置の制御信号の位相を調整する装置であって、
　前記走査クロックと前記イネーブル信号の位相を相互に調整可能な第１の調整手段と、
前記第１の調整手段から出力される前記走査クロックと前記イネーブル信号の位相関係を
維持したまま、同一の調整信号に基づいて前記走査クロックの位相及び前記イネーブル信
号の位相を前記画像信号の位相に対して調整可能な第２の調整手段とを有する位相調整手
段、
　を備えたことを特徴とする電気光学装置の制御信号の位相調整装置。
【請求項８】
　画像信号が順次供給される複数のデータ線と、前記データ線と交差する複数の走査線と
、前記複数のデータ線と前記複数の走査線の交点に対応して配置されるマトリクス状の画
素と、
　走査クロックに基づいて走査開始信号をシフトして、走査信号として出力するシフトレ
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ジスタを備え、前記走査信号と、前記画像信号を前記データ線に供給するタイミングを規
定するイネーブル信号とに基づいてデータ線駆動信号を出力するデータ線駆動手段と、前
記データ線駆動信号に応じて前記画像信号を前記データ線に順次出力するサンプリング手
段と、
　を有する電気光学装置の駆動装置のデータ線制御信号の位相を調整する方法であって、
（ａ）前記走査クロックと、前記走査開始信号と、前記イネーブル信号とを生成するステ
ップと、
（ｂ）前記走査クロックと前記イネーブル信号の位相を調整するステップと、
（ｃ）調整した前記走査クロックと前記イネーブル信号の相互の位相関係を維持したまま
、同一の調整信号に基づいて前記走査クロックの位相及び前記イネーブル信号の位相を前
記画像信号の位相に対して調整するステップと、
（ｄ）調整した前記イネーブル信号、前記走査クロックを前記データ線駆動手段に供給す
るステップと、を備えたことを特徴とする電気光学装置の制御信号の位相調整方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気光学装置のデータ線駆動装置、このデータ線駆動装置を備えた電気光学装
置及び電子機器並びに電気光学装置のデータ線制御信号の位相調整の技術分野に関し、特
に、電気光学装置のデータ線を駆動するクロックその他の制御信号相互間の位相の調整を
可能とするデータ線駆動装置、及びその位相調整方法に関する。
【０００２】
【背景技術】
電気光学装置、例えば、アクティブマトリクス方式の液晶装置は、それぞれスイッチング
素子を設けた多数の画素電極を基板上にマトリクス状に配列し、走査線を介してスイッチ
ング素子に走査信号を印加しつつ、データ線を介して画素電極に画像信号を印加して液晶
装置を駆動する。一般に、このような液晶装置は、水平走査を行うデータ線駆動回路に多
段のシフトレジスタを備えて構成され、各段の出力信号により画像信号をサンプリングし
てデータ線に供給するように動作する。
【０００３】
図１２に、このような電気光学装置のデータ線駆動回路１５０及びサンプリング回路１４
０の一例を示す。本例では、データ線１１４を双方向から順次駆動可能とするためのデー
タ線走査手段として、双方向シフトレジスタ１６０が用いられている。シフト方向は方向
指示信号Ｄにより決定される。ここでは左から右へのシフト（方向指示信号Ｄがハイレベ
ル）として説明する。シフトレジスタ１６０には左側から走査開始信号ＳＰが入力され、
順次シフトされて、シフトレジスタ１６０の各出力段から走査ＳＲ１～ＳＲｎとして出力
される。
【０００４】
走査信号ＳＲ１～ＳＲｎはイネーブル回路１７０ a,１７０ bによりイネーブル信号との論
理積がとられた後、データ線駆動信号（以下「サンプリング信号」と称する）Ｓ１～Ｓｎ
としてサンプリング回路１４１のゲート電極に供給される。サンプリング回路１４１のソ
ースには６相展開された画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６が接続されている。サンプリング信
号Ｓ１～Ｓｎは、それぞれの出力タイミングで６相展開された画像信号ＶＤ１～ＶＤ６に
対応する６個のサンプリング回路１４１の全てについて同時に供給される。
【０００５】
図１３にデータ線駆動回路１５０のタイミングチャートを示す。シフトレジスタ１６０に
入力された走査開始信号ＳＰはデータ線走査クロックＣＬＸ（以下単に「走査クロックＣ
ＬＸ」と称する）及びその反転クロック信号であるＣＬＸ INVにより走査クロックＣＬの
半周期単位でシフトされて、シフトレジスタ１６０の各出力段から走査クロックの半周期
分づつ遅れたデータ線走査信号（以下「走査信号」と称する）ＳＲ１～ＳＲｎが順次出力
される。
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【０００６】
走査信号ＳＲ１～ＳＲｎは、データ線１１４の駆動期間を画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６の
安定出力期間と同期させるために、イネーブル回路１７０ａ ,１７０ｂによりイネーブル
信号ＥＮＢとの論理積がとられ、サンプリング信号Ｓ１～Ｓｎとして出力される。これに
より、画像信号とサンプリング信号（例えばＶＩＤ１～ＶＩＤ６とＳ１）との同期がとれ
て正しい表示が可能となる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、初期設定においては、図１３に示すように画像信号ＶＩＤ、イネーブル信
号ＥＮＢ１ ,２、走査クロックＣＬＸの同期がとれているが、長期間の使用の結果、経年
変化による位相のずれが生じることがある。図１４は各種信号の位相がずれた状態を示す
タイミングチャート図である。図１４に示すようにイネーブル信号ＥＮＢ１ ,２と画像信
号ＶＩＤの出力タイミングがずれると、サンプル信号Ｓ１が本来の長さよりＳだけ短くな
ったり、本来出力されるべきでないタイミングでサンプル信号Ｓ１、Ｓ２が出力される（
図中Ｐ１、Ｐ２で示す）状態が発生し、正しい表示ができなくなってしまう。かかる場合
に、走査クロックＣＬＸ及び走査信号ＳＲｎと同期をとるためイネ－ブル信号ＥＮＢ１ ,
２を右側にずらすと、今度は画像信号（ＶＤ１～ＶＤ６等）との同期がとれなくなってし
まい、複数の制御信号を正しい表示ができるように調整できないという問題があった。
【０００８】
そこで、本発明の目的は、電気光学表示装置の走査クロック信号、イネーブル信号、画像
信号の位相がずれた場合に正しい表示ができるよう位相調整可能な電気光学装置のデータ
線駆動装置を提供すること及び同駆動装置を用いた電気光学装置を提供すること、並びに
このような駆動装置の制御信号の位相を調整する方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明の第１の態様は、画像信号が順次供給される複数のデータ線と、前記データ線と
交差する複数の走査線と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線の交点に対応してマト
リクス状に配置される画素とを有する電気光学装置の駆動回路であって、（ａ）走査クロ
ックに基づいて走査開始信号をシフトして、走査信号として出力するシフトレジスタを備
え、前記走査信号と、前記画像信号を前記データ線に供給するタイミングを規定するイネ
ーブル信号とに基づいてデータ線駆動信号を出力するデータ線駆動手段と、（ｂ）前記デ
ータ線駆動信号に応じて前記画像信号を前記データ線に順次出力するサンプリング手段と
、
（ｃ）前記走査クロックと、前記走査開始信号と、前記イネーブル信号とを出力するタイ
ミング信号出力手段と、（ｄ）前記タイミング信号出力手段から出力された前記走査クロ
ックと前記イネーブル信号の位相を相互に調整可能な第１の調整手段と、前記第１の調整
手段から出力される前記走査クロックと前記イネーブル信号の位相関係を維持したまま、
同一の調整信号に基づいて前記走査クロックの位相及び前記イネーブル信号の位相を前記
画像信号の位相に対して調整可能な第２の調整手段とを有する位相調整手段、を備えるこ
とを特徴とする。
【００１０】
本発明によると、位相調整手段の第１の調整手段により、イネーブル信号と走査クロック
の調整が可能となり、調整後のイネーブル信号と走査クロックの位相関係を維持したまま
、画像信号との位相調整が可能となるので、走査クロックとイネーブル信号の位相を最適
状況に調整後、その状態を維持したまま画像信号とイネーブル信号の位相調整が可能とな
った。
【００１１】
本発明の第２の態様では、前記第１の調整手段が、前記走査クロック又は前記イネーブル
信号がそれぞれ入力され前記画素の１単位を駆動するドットクロック単位でシフトされる
前記各入力信号毎に設けられたシフトレジスタと、当該各シフトレジスタの出力段をそれ
ぞれ別個に選択可能な第１の選択手段とを有し、前記走査クロックと前記イネーブル信号
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のタイミングをドットクロック単位で調整可能な調整手段であることを特徴とする。
【００１２】
また第２の態様においてはさらに、前記第２の調整手段が、前記走査クロック又は前記イ
ネーブル信号がそれぞれ入力され前記画素の１単位を駆動するドットクロック単位でシフ
トされる前記各入力信号毎に設けられたシフトレジスタと当該各シフトレジスタの共通の
出力段を同時に選択可能な第２の選択手段とを有し、前記走査クロックと前記イネーブル
信号のタイミングを維持したままドットクロック単位で調整可能な調整手段であることを
特徴とする。
【００１３】
この第２の態様のようにデータ線走査手段としてシフトレジスタを用い、ドットクロック
でシフトするよう構成することにより、各信号をドットクロック単位で精確に位相調整す
ることが可能となる。
【００１４】
本発明の第３の態様は、前記第１及び第２の調整手段の前記シフトレジスタを、入力端子
に前記走査信号又は前記イネーブル信号が接続され、その正出力端子が次段の入力端子に
接続された複数段のフリップフロップで構成し、前記ドットクロックにより動作するシフ
トレジスタであることを特徴とする電気光学装置のデータ線駆動装置である。これにより
、より確実な位相調整が可能となる。
【００１５】
本発明の第４の態様は、前記第１の調整手段が、前記走査クロック及び前記イネーブル信
号に加えて、前記走査開始信号とのタイミングを調整することが可能な調整手段であり、
前記第２の調整手段が、前記第１の調整手段から出力される前記走査クロック、前記イネ
ーブル信号及び前記走査開始信号のそれぞれの位相関係を維持したまま、前記イネーブル
信号と前記画像信号の出力タイミングを調整可能な調整手段であることを特徴とする電気
光学装置のデータ線駆動装置。これにより、走査クロック、イネーブル信号に加えて走査
開始信号の位相も調整可能となった。
【００１６】
本発明の第５の態様は、前記電気光学装置のデータ線駆動装置を備えることを特徴とする
電気光学装置である。
【００１７】
　本発明の第６の態様は前記態様１、２、３または４のいずれかの態様に記載の電気光学
装置のデータ線駆動装置を備えることを特徴とする電子機器である。
【００１８】
本発明の第５の態様及び第６の態様により、複数のデータ線駆動制御信号相互間の位相ず
れを調整可能な電気光学装置及び電子機器を提供でき、従って誤表示のない電気光学装置
及び電子機器を提供可能となる。
【００１９】
　本発明の第７の態様は、画像信号が順次供給される複数のデータ線と、前記データ線と
交差する複数の走査線と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線の交点に対応して配置
されるマトリクス状の画素と、走査クロックに基づいて走査開始信号をシフトして、走査
信号として出力するシフトレジスタを備え、前記走査信号と、前記画像信号を前記データ
線に供給するタイミングを規定するイネーブル信号とに基づいてデータ線駆動信号を出力
するデータ線駆動手段と、前記データ線駆動信号に応じて前記画像信号を前記データ線に
順次出力するサンプリング手段と、を有する電気光学装置の駆動装置の制御信号の位相を
調整する装置であって、前記走査クロックと前記イネーブル信号の位相を相互に調整可能
な第１の調整手段と、前記第１の調整手段から出力される前記走査クロックと前記イネー
ブル信号の位相関係を維持したまま、同一の調整信号に基づいて前記走査クロックの位相
及び前記イネーブル信号の位相を前記画像信号の位相に対して調整可能な第２の調整手段
とを有する位相調整手段、を備えたことを特徴とする電気光学装置の制御信号の位相調整
装置である。
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　本発明の第８の態様は、画像信号が順次供給される複数のデータ線と、前記データ線と
交差する複数の走査線と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線の交点に対応して配置
されるマトリクス状の画素と、走査クロックに基づいて走査開始信号をシフトして、走査
信号として出力するシフトレジスタを備え、前記走査信号と、前記画像信号を前記データ
線に供給するタイミングを規定するイネーブル信号とに基づいてデータ線駆動信号を出力
するデータ線駆動手段と、前記データ線駆動信号に応じて前記画像信号を前記データ線に
順次出力するサンプリング手段と、を有する電気光学装置の駆動装置のデータ線制御信号
の位相を調整する方法であって、（ａ）前記走査クロックと、前記走査開始信号と、前記
イネーブル信号とを生成するステップと、（ｂ）前記走査クロックと前記イネーブル信号
の位相を調整するステップと、（ｃ）調整した前記走査クロックと前記イネーブル信号の
相互の位相関係を維持したまま、同一の調整信号に基づいて前記走査クロックの位相及び
前記イネーブル信号の位相を前記画像信号の位相に対して調整するステップと、（ｄ）調
整した前記イネーブル信号、前記走査クロックを前記データ線駆動手段に供給するステッ
プと、を備えたことを特徴とする電気光学装置の制御信号の位相調整方法である。
【００２０】
　本発明の第７の態様及び本発明の第８の態様により、イネーブル信号とシフトクロック
の位相関係が異常な場合であっても、まずイネーブル信号とシフトクロックの位相関係を
調整し、その後その調整後のシフトクロックとイネーブル信号の位相関係を維持したまま
イネーブル信号と画像信号の位相を調整することが可能となり、制御信号全体の位相の適
切な調整が可能となった。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２２】
まず、この発明が適用可能な電気光学装置であるアクティブマトリクス液晶表示装置を例
にとって説明する。図１は液晶表示装置の電気的構成を示すブロック図である。
【００２３】
図１に示されるように、液晶表示装置は、液晶パネル１００と、タイミングジェネレータ
２００と、画像信号処理回路３００とを備える。このうち、タイミングジェネレータ２０
０は、各部で使用される各種タイミング信号を出力するものである。タイミングジェネー
レータ２００については後述する。また、画像信号処理回路３００内部におけるＳ／Ｐ変
換回路３０２は、１系統の画像信号ＶＩＤを入力すると、これを６相の画像信号ＶＩＤ１
～ＶＩＤ６にシリアル－パラレル変換して出力するものである。
【００２４】
ここで、画像信号を６相にシリアル－パラレル変換する理由は、後述するサンプリング回
路によって、スイッチング素子として機能する各ＴＦＴのソース領域への画像信号の印加
時間を長くして、サンプル＆ホールド時間及び充放電時間を十分に確保するためである。
【００２５】
一方、増幅・反転回路３０４は、シリアル－パラレル変換された画像信号のうち、反転が
必要となるものを反転させ、この後、適宜、増幅して画像信号ＶＩＤ１～６として液晶パ
ネル１００に対して並列的に供給するものである。なお、シリアル－パラレル変換された
６ドット分の画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６は液晶パネル１００へ同時に供給されても、ド
ットクロックに同期して順次ずらして供給されるように構成しても良い。本実施例では同
時に供給されるものとして説明する。
【００２６】
液晶パネル１００の構成について説明する。液晶パネル１００は、素子基板と対向基板と
を互いに電極形成面を対向して貼付した構成となっている。このうち、素子基板にあって
は、図においてＸ方向に沿って平行に複数本の走査線１１２が配列して形成され、また、
これと直交するＹ方向に沿って平行に複数本のデータ線１１４が形成されている。
【００２７】
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そして、これらの走査線１１２とデータ線１１４との各交点においては、薄膜トランジス
タ（以下「ＴＦＴ」と称する）１１６のゲート電極が走査線１１２に接続される一方、Ｔ
ＦＴ１１６のソース電極がデータ線１１４に接続されるとともに、ＴＦＴ１１６のドレイ
ン電極が画素電極１１８に接続されている。そして、各画素は、画素電極１１８と、対向
基板に形成された共通電極と、これら両電極間に挟持された液晶とによって構成される結
果、走査線１１２とデータ線１１４との各交点に対応して、マトリクス状に配列されるこ
とになる。なお、このほかに、各画素毎に、蓄積容量（図示省略）を、電気的にみて画素
電極１１８と共通電極とに挟持された液晶に対して並列に形成しても良い。
【００２８】
駆動回路１２０は、走査線駆動回路１３０、サンプリング回路１４０データ線駆動回路１
５０からなり、素子基板における対向面にあって、表示領域の周辺部に形成されるもので
ある。これらの回路の能動素子は、いずれもｐチャネル型ＴＦＴおよびｎチャネル型ＴＦ
Ｔの組み合わせにより形成可能であるから、画素をスイッチングするＴＦＴ１１６と共通
の製造プロセスで形成すると、集積化や、製造コスト、素子の均一性などの点において有
利となる。
【００２９】
ここで、駆動回路１２０のうち、走査線駆動回路１３０は、シフトレジスタを有し、タイ
ミングジェネレータ２００からのクロック信号ＣＬＹや、その反転クロック信号ＣＬＹ－
INV、転送開始パルスＤＹ－Ｕ等に基づいて、走査信号を各走査線１１２に対して順次出
力するものである。
【００３０】
一方サンプリング回路１４０は、６本のデータ線１１４を１群とし、これらの群に属する
データ線１１４に対し、サンプリング信号Ｓ１～Ｓｎにしたがって画像信号ＶＩＤ１～Ｖ
ＩＤ６をそれぞれサンプリングして供給するものである。詳細には、サンプリング回路１
４０には、ＴＦＴからなるスイッチ１４１が各データ線１１４の一端に設けられるととも
に、各スイッチ１４１のソース電極は、画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６のいずれかが供給さ
れる信号線に接続され、ドレイン電極は一本のデータ線１１４に接続されている。
【００３１】
さらに各群に属するデータ線１１４に接続された各スイッチ１４１のゲート電極は、その
群に対応してサンプリング信号Ｓ１～Ｓｎが供給される信号線のいずれかに接続されてい
る。本実施形態にあっては、画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６は同時に供給されるので、サン
プリング信号Ｓ１により同時にサンプリングされることになる。なお、画像信号ＶＩＤ１
～ＶＩＤ６が順次シフトされたタイミングで供給される場合には、サンプリング信号Ｓ１
、Ｓ２、・、により順次サンプリングされることになる。
【００３２】
データ線駆動回路１５０の詳細は図１２に示されている。データ線駆動回路１５０は、す
でに説明した通り、シフトレジスタ１６０とイネーブル回路１４０で構成されており、シ
フトレジスタ１６０に入力された走査開始信号ＳＰがシフトクロックＣＬＸ及びＣＬＸ IN
Vにより順次シフトされて走査信号ＳＲ１～ＳＲｎとして出力される。
【００３３】
ここで使用されるシフトレジスタ１６０は単方向シフトレジスタでも良いが、液晶プロジ
ェクタ等で画像反転が求められる場合もあるので、本実施例のような左右両方向からのシ
フトできる双方向シフトレジスタ１６０が望ましい。シフト方向は方向制御信号Ｄにより
制御され、反転方向制御信号Ｄ INVが正のときにシフトレジスタ１６０の右方向からＳＰ
が入力され、右から左に順次シフトされることになる。
【００３４】
シフトレジスタ１６０から出力された走査信号ＳＲ１～ＳＲｎは、イネーブル回路１７０
ａ、１７０ｂに供給される。イネーブル回路１７０ａ、１７０ｂのもう一方の入力にはイ
ネーブル信号ＥＮＢ１、ＥＮＢ２がそれぞれ入力される。これにより走査信号ＳＲ１～Ｓ
Ｒｎが出力されておりかつイネーブル信号ＥＮＢ１又はＥＮＢ２が出力されているときに
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のみ、データ線が駆動される。
【００３５】
すなわち、イネーブル信号ＥＮＢ１又はＥＮＢ２により、画像信号ＶＩＤが安定出力時に
データ線を活性状態にするように制御している。本実施例では、シフトレジスタ１６０の
偶数段または奇数段に応じてＥＮＢ１またはＥＮＢ２を供給するよう構成しているが、一
つのＥＮＢ信号でサンプリングするようにしても良い。
【００３６】
イネーブル回路１７０ａ、１７０ｂからの出力であるデータ線駆動信号は、先に説明した
ように、サンプリング回路１４０のトランジスタ１４１のゲート電極に接続されており、
トランジスタ１４１のソース電極には画像信号の出力がＶＩＤ１～ＶＩＤ６が接続され、
ドレイン電極にはデータ線１１４が接続されているので、データ線駆動信号が出力されて
いる期間のみ画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６がデータ線に供給される。
【００３７】
データ線１１４は図１に示すとおり各画素を構成するトランジスタのソース電極に接続さ
れている。一方、画素トランジスタのゲート電極には走査線１１２が接続されているので
、選択された走査線１１２のみが活性化され、サンプリング回路により選択されたデータ
線との交点にある画像トランジスタに画像信号が供給される。
【００３８】
上述のように、走査線及びデータ線を順次走査駆動して両マトリックスの交点に位置する
画像トランジスタ１１６のみに画像信号を供給して画像を表示するものであるので、シフ
トクロックＣＬＸ、イネーブル信号ＥＮＢ、画像信号ＶＩＤ相互の位相関係は極めて重要
である。先に説明したように、これらの信号は初期設定として最適タイミングになるよう
設定されるが、使用による経年変化により相互のタイミングがずれてくることがある。そ
のため、本発明においては、これらの位相相互の調整を可能にすべく、位相調整装置を設
けた。
【００３９】
図２は、本発明に１実施例に係る駆動回路１２０のタイミングジェネレータ２００の一部
を示すブロック図である。図２では、本発明をわかり易くするために、データ線に関する
制御信号のうち本発明に関連する信号に関する部分のみを示している。図２のタイミング
ジェネレータは、大きくわけて、タイミング信号出力手段４６０と、位相調整手段４００
と、その他の信号作成回路４７０とから構成されているが、ここでは本発明に係わる部分
であるタイミング信号出力手段４６０と、位相調整手段４００のみを説明する。まず、タ
イミング信号出力手段４６０の基本クロック作成回路４１０において、最小単位のクロッ
クであり各画素を走査するドットクロックが作成される。ドットクロックは、ＣＬＸ信号
作成回路４２０、ＥＮＢ信号作成回路４３０、第１の調整回路４４０及び第２の調整回路
４５０等に供給される。
【００４０】
ＣＬＸ信号作成回路４２０ではドットクロックに基づいてシフトレジスタ１６０をシフト
するための走査クロックＣＬＸ (以下本実施例ではシフトクロックと称する）を作成する
。ＥＮＢ信号作成回路４３０では、ドットクロックに基づきイネーブル回路１７０ａ，１
７０ｂに供給するイネーブル信号ＥＮＢ１，ＥＮＢ２を作成する。本実施例では、２種類
のイネーブル信号ＥＮＢ１とＥＮＢ２を使用する構成としているが、一種類のイネーブル
信号ＥＮＢのみを用いる構成とすることもできる。
【００４１】
シフトクロックＣＬＸ、イネーブル信号ＥＮＢ１及びＥＮＢ２は、位相調整手段４００に
入力されるが、まず最初に第１の調整回路４４０に供給される。第１の調整回路４４０で
は、外部から供給可能な第１調整信号ＡＤ１によりシフトクロックＣＬＸとイネーブル信
号ＥＮＢ１，ＥＮＢ２の位相（出力タイミング）を調整することができる。
【００４２】
第１の調整手段４４０から出力される走査クロックＣＬＸ、イネーブル信号ＥＮＢ１、Ｅ
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ＮＢ２、走査開始信号ＳＰは、次に第２の調整手段４５０に供給される。第２の調整手段
４５０では、第１の調整手段から入力された上記各信号の相互の位相関係を維持したまま
当該信号全体と画像信号ＶＩＤとの位相関係を調整することができる。第２の調整手段に
おいては、外部から入力される第２の調整信号ＡＤ２に基づいて調整が行われる。調整さ
れた信号はデータ線駆動回路１５０に供給される。
【００４３】
図３に第１の調整手段４４０の一実施例を示す。図３の実施例では、６段のフリップフロ
ップ４４３から構成される２つのシフトレジスタ４４１、４４２が設けられているが、こ
れ以上多くも少なくも適宜選択可能であり、例えば１２段、２４段又はそれ以上の出力段
とすることが可能である。シフトレジスタ４４１及び４４２の出力段には、スイッチング
ユニット４４５が設けられて、外部から入力される第１の調整信号ＡＤ１により出力段が
選択される。初期設定として何れの出力段を選択することも可能であるが、調整の自由度
の観点から、前後いずれにも調整できるようにするために中ほどの出力段を選択しておく
のが好ましい。
【００４４】
図９のタイミングチャートを使用して実際の調整状態を説明する。図９は、各種信号相互
間の位相を、第１の調整手段で調整した状態を示すタイミングチャートである。走査クロ
ックＣＬＸに対して、イネーブル信号ＥＮＢ１及びＥＮＢ２が図９の点線で示す位置ずれ
ている。この場合、イネーブル信号ＥＮＢ１及びＥＮＢ２をドットクロック１個分遅延さ
せることにより、走査クロックＣＬＸの立ち上がり及び立下りがイネーブルクロックＥＮ
Ｂ１及びＥＮＢ２のそれぞれの中央に位置することになり、両信号の位相関係は最適な状
態となる。
【００４５】
このような状態に調整するためには、図３の第１の調整手段４４０の第１の調整信号ＡＤ
１により、スイッチングユニット４４５で一つ遅い出力段を選択するよう調整すると良い
。これにより、イネーブル信号ＥＮＢ１及びＥＮＢ２の出力は１ドットクロック分遅延し
、図９に実線で示す位置に移動し両信号は互いに最適位相状態となる。上述のように図３
の実施例では、第１の調整信号ＡＤ１がシフトレジスタ４４１、４４２に共通に入力され
るので、イネーブル信号ＥＮＢ１及びＥＮＢ２は同じ量だけ遅延または早めるようにして
調整するものである。
【００４６】
図４は、第１の調整手段の第２の実施例を示すものである。図４の実施例では、２種類の
第１の調整信号ＡＤ１ａ，ＡＤ１ｂがシフトレジスタ４４６、４４７にそれぞれ供給され
る構成となっている。従って、図４の第１の調整手段によると、イネーブル信号ＥＮＢ１
又はＥＮＢ２毎に別々に調整が可能となる。
【００４７】
尚、図３または図４の実施例では、イネーブル信号を移動させるような構成としたが、イ
ネーブル信号ＥＮＢ１，ＥＮＢ２に代えて走査クロックＣＬＸを入力するように構成し、
走査クロックを遅延等させるようにしても良い。
【００４８】
次に第２の調整手段４５０をより詳細に説明する。図５に本発明に係る第２の調整手段４
５０の１実施例を示す。この実施例における第２の調整手段４５０も第１の調整手段４４
０と同じようにフリップフロップ４５４を用いた６段のシフトレジスタ４５１、４５２、
４５３と、スイッチングユニット４５５で構成されている。調整は外部からの第２の調整
信号ＡＤ２に基づきスイッチングユニット４５５によりシフトレジスタ４５１、４５２、
４５３の出力段を選択することにより行われる。第２の調整信号ＡＤ２は、各シフトレジ
スタ４５１、４５２、４５３のスイッチングユニット４５５に共通に供給されて、全ての
信号が同時に調整されるので、互いの位相関係を維持したまま同時に同じように移動させ
ることが可能である。
【００４９】
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図１０のタイミングチャートを用いて説明する。図１０は、第１の調整手段４４０で調整
した後のイイネーブル信号ＥＮＢ１及びＥＮＢ２と走査クロックＣＬＸとを第２の調整手
段で調整した状態を示すタイミングチャートである。図９または図１０に点線で示すよう
に、第１の調整手段４４０により、走査クロックＣＬＸとイネーブル信号ＥＮＢ１、ＥＮ
Ｂ２を最適位相関係に調整したとしても、画像信号ＶＩＤとの位相関係は最適状態とは言
えない。この場合に、イネーブル信号ＥＮＢ１及びＥＮＢ２だけを移動して調整しようと
すると、走査クロックＣＬＸとの位相がずれてしまう。第２の調整手段４５０では、この
ような場合に、走査クロックＣＬＸとイネーブル信号ＥＮＢ１、ＥＮＢ２とを同時に１ド
ットクロック分だけ右方向にシフトさせることにより全体の位相調整を行う。
【００５０】
この調整後の状態を図１０に示す。点線が第１の調整手段４４０からの出力時の信号で、
実線で示すのが第２の調整手段により調整した後の状態をである。このように、第２の調
整手段４５０により、関連制御信号全体として最適状態の位相関係になるよう調整が可能
である。具体的には第２の調整信号ＡＤ２によりスイッチングユニット４５５を制御して
シフトレジスタ４５１、４５２、４５３からの出力段の選択を一つ下方にずらせば良い。
【００５１】
図１１は、図５の第２の調整手段４５０による位相調整の例を示すタイミングチャート図
である。初期設定値例では、走査クロックＣＬＸ、イネーブル信号ＥＮＢ１，ＥＮＢ２が
第１の調整手段を経ずに直接データ線駆動回路１５０に出力される場合をしめしている。
位相調整例１では、シフトレジスタ４５１、４５２、４５３の最上段出力が選択された例
をしめしている。最上段出力が選択されると走査クロックＣＬＸ、イネーブル信号ＥＮＢ
１，ＥＮＢ２が全体として１ドットクロック分遅延する。位相調整例２では、最終段出力
が選択された例を示し、全体として６ドットクロック分遅延する。
【００５２】
図６に第２の調整手段４５０の第２の実施例４５０－２を示す。この実施例４５０－２で
は、さらに走査開始信号ＳＰの位相も同時に調整可能とするため、シフトレジスタ４５８
を追加している。このように場合には第１の調整手段４４０により走査開始信号ＳＰ調整
可能とするよう構成することが好ましい。
【００５３】
図７はイネーブル信号ＥＮＢが１つの場合の第２の調整手段の第３の実施例４５０－３を
示している。図８は第２の調整手段の第４の実施例４５０－４を示し、走査クロックＣＬ
Ｘと１個のイネーブル信号ＥＮＢと、走査開始信号ＳＰの調整が可能な構成となっている
。これらの調整動作は、第１の実施例とほぼ同じである。
【００５４】
尚、上述の説明では、第１の調整手段４４０及び第２の調整手段４５０をタイミングジェ
ネレータ２００内に設けたが、これらをデータ線駆動回路１５０内に設けることも、タイ
ミングジェネレータ２００とデータ線駆動回路の間に独立の位相調整部４００として構成
することも可能である。また、第１の調整手段４４０及び第２の調整手段４５０いずれの
場合も外部からの調整信号ＡＤ１またはＡＤ２によりスイッチングユニット４４５または
４５５を操作するような構成としたが、手動によるスイッチング操作により調整可能とす
ることもできる。
【００５５】
さらに第１の調整手段及び第２の調整手段のシフトレジスタをドットクロックでシフトし
、ドット単位で調整する構成としたが、必要に応じて、ドットの整数倍のクロックでシフ
トするような構成とすることも可能である。また、第１の調整手段、第２の調整手段のシ
フトレジスタもフリップフロップのみならず、ラッチ機構、ダイオードを用いる等当業者
が選択可能な各種シフトレジスタを使用できる。
【００５６】
本発明に係る電気光学装置の駆動装置は、液晶表示装置のみならず、プラズマディスプレ
イ装置の駆動装置にも使用可能である。また、このような駆動装置を備えた液晶表示機に
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利用することができ、さらにこれらの液晶表示機を備えた電子機器例えば液晶テレビ、液
晶プロジェクタ、腕時計、カーナビゲーション、電子手帳等、液晶表示機構を有するあら
ゆる電子機器に利用可能である。
【００５７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、第１の調整手段により走査クロック、イネーブル信
号、シフト開始クロックをそれぞれ個々に調整し、第２の調整手段で第１の調整手段から
出力される走査クロック、イネーブル信号及び走査開始信号相互間の位相を維持しつつ、
これらの信号全体と画像信号との位相を調整することができるので、これらの信号の相互
の位相関係が最適になるように調整可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される液晶表示装置の全体構成示す図である。
【図２】本発明の１実施例にかかるタイミングジェネレータを示すブロック図である。
【図３】第１の調整手段の第１の実施例を示すロジック回路図である。
【図４】第１の調整手段の第２の実施例を示すロジック回路図である。
【図５】第２の調整手段の第１の実施例を示すロジック回路図である。
【図６】第２の調整手段の第２の実施例を示すロジック回路図である。
【図７】第２の調整手段の第３の実施例を示すロジック回路図である。
【図８】第２の調整手段の第４の実施例を示すロジック回路図である。
【図９】第１の調整手段による位相の調整状態を説明するためのタイミングチャート図で
ある。
【図１０】第２の調整手段による位相の調整状態を示すタイミングチャート図である。
【図１１】第２の調整手段による位相調整例を示すタイミングチャート図である。
【図１２】第１図のデータ線駆動回路１５０及びサンプリング回路１４０の詳細を示すロ
ジック回路図である。
【図１３】図１３のロジック回路図の主要信号の正常状態を示すタイミングチャート図で
ある。
【図１４】図１３のロジック回路図の主要信号の位相にずれが発生した異常状態を示すタ
イミングチャート図である。
【符号の説明】
１００液晶
１１２走査線
１１４データ線
１１６画像トランジスタ（ＴＦＴ）
１１８液晶
１２０駆動回路
１３０走査線駆動回路
１４０イネーブル回路
１５０データ線駆動回路
１６０シフトレジスタ
１７０イネーブル回路素子
２００タイミングジェネレータ
４００位相調整手段
４４０第１の調整手段
４４１シフトレジスタ
４４５スイッチングユニット
４５０第２の調整手段
４５１シフトレジスタ
４５５スイッチングユニット
４６０タイミング信号出力手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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